
下関市監査委員公表第１２号 

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ 日 

 

地方自治法第１９９条第２項の規定に基づく行政監査を実施したので、同条

第９項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり公表する。 

 

下関市監査委員 小野 雅弘 

同    大賀 一慶 

同    関谷  博 

同    亀田  博 

 

１ 報告内容 

   別添「令和元年度行政監査結果報告書」のとおり 

 

２ 報告書提出先 
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第１ 監査の概要 

 

１ 監査の種別 

  行政監査（地方自治法第１９９条第２項の規定による監査） 

 

２ 監査の内容 

  歳入歳出外現金の取扱いについて 

 

３ 監査の目的 

歳入歳出外現金は市の所有に属しないが、適切に取り扱わなければならないことは歳計現金

と同様である。歳入歳出外現金の取扱いを重点的に監査することによって、財務事務の適切性

の向上に資することを目的とする。 

 

４ 監査の実施期間 

  令和元年１２月２日から令和２年３月３１日まで 

 

５ 監査対象 

平成３１年４月から令和元年１１月までの期間に歳入歳出外現金を取り扱った実績を有する

課所室 

 

６ 監査の方法 

    各課所室が提出した資料による調査、実地調査及び職員への聞き取りにより行った。 

 

７ 監査の着眼点 

  今回の監査では、主に次の事項について調査を行った。 

 (1) 歳入歳出外現金として取り扱うことに法令の根拠はあるか。 

 (2) 歳入歳出外現金の保有額に誤りがないか。 

 (3) 歳入歳出外現金に係る事務処理は適正か。 
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第２ 監査の結果 

 

   監査の内容及び結果は、次のとおりである。 

 

１ 根拠となる法令について 

  地方自治法第２３５条の４第２項により、歳入歳出外現金は法律又は政令の規定によるもの

でなければ保管することができない。関係する課所室が提出した資料により、本市が取り扱う

歳入歳出外現金は、法律又は政令の規定によるものか確認した。 

 【結果】 

本市が平成３１年４月から令和元年１１月までの期間（以下「対象期間」）に取り扱った歳入

歳出外現金の項目、根拠となる法律又は政令の規定は、次の表の左欄及び中欄のとおりである。 

また、対象期間に歳入歳出外現金を取り扱った課所室は３６あり、それぞれの項目を取り扱

った課所室の数は右欄のとおりである。 

なお、電子証明書発行手数料は、受入れを１７の課所室（市民サービス課、１２支所及び４

総合支所の市民生活課）で行い、市民サービス課が１年分をまとめて払い出して、地方公共団

体情報システム機構に払い込んでいる。対象期間では、市民サービス課、７支所及び１総合支

所の市民生活課が取り扱った。 

 

項目 根拠となる法律又は政令の規定 課数 

入札保証金 地方自治法施行令第１６７条の７ ２ 

契約保証金（工事、委託等） 地方自治法施行令第１６７条の１６第１項 １１ 

契約保証金（財産の貸付け） 地方自治法施行令第１６７条の１６第１項 ８ 

契約保証金（市場保証金） 地方自治法施行令第１６７条の１６第１項 １ 

源泉徴収所得税 所得税法第１８３条第１項 １ 

特別徴収に係る住民税 地方税法第３２１条の５ １ 

共済組合掛金 地方公務員共済組合法第１１５条 １ 

健康保険料 健康保険法第１６１条第２項 ２ 

厚生年金保険料 厚生年金保険法第８２条第２項 ２ 

雇用保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第１５条第

１項 

１ 

互助会費等の給与控除金 地方公務員法第２５条第２項 １ 

差押金 民事執行法第１４５条 １ 

電子証明書発行手数料 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の

認証業務に関する法律第６７条 

９ 

個人県民税 地方税法第４１条第１項及び第４２条 １ 

公売保証金 地方税法がその例とする国税徴収法第１００条 １ 
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公売代金 地方税法がその例とする国税徴収法第１２８条 １ 

差押債権受入金  地方税法がその例とする国税徴収法第１２８条 ２ 

交付要求受入金  地方税法がその例とする国税徴収法第１２８条 ２ 

委託徴収金 地方税法第４８条 １ 

行旅死亡人遺留金 行旅病人及行旅死亡人取扱法第１２条 １ 

市営住宅敷金 公営住宅法第１８条第１項 １ 

高等学校等就学支援金 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第７条 １ 

災害見舞金 地方自治法施行令第１６８条の７第１項 １ 

指定金融機関担保 地方自治法施行令第１６８条の２第３項  １ 

市税の剰余金 なし １ 

 

  「市税の剰余金」とは、市税の納税義務者から、調定額以上の額が公金口座に直接振り込ま

れた場合に、調定額を超えた部分の金額を歳入歳出外現金として保管した金銭である。法律又

は政令にこのような金銭を歳入歳出外現金として取り扱うための規定はなく、歳入歳出外現金

として取り扱った事務処理は不適切であった。その他の項目は、法律又は政令の規定により保

管されていることを確認した。 

 

 

２ 保有額について 

  関係する課所室が提出した資料や職員からの聞き取りにより、令和元年１１月末における歳

入歳出外現金の保有額は、根拠となる数値と整合しているか、また、滞留している金額はない

か確認した。 

 【結果】 

令和元年１１月末に保有額がある項目及びその額は、次の表のとおりである。 

 

項目 保有額 

契約保証金（工事、委託等） ３５,４０６,１９８円 

契約保証金（財産の貸付け） ２０,２４１,５７０円 

契約保証金（市場保証金） ４３,４７８,９６８円 

源泉徴収所得税 ２９,５２４,５２７円 

特別徴収に係る住民税 ５５,６５５,５００円 

共済組合掛金 ４０,２０３円 

健康保険料 １０,５１６,７５５円 

厚生年金保険料 １６,４９６,６３７円 

差押金 ４４,３３０円 

電子証明書発行手数料 ７,２００円 
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差押債権受入金  ２１,１０２,０２８円 

交付要求受入金  ９,０００円 

行旅死亡人遺留金 ９４２,５９２円 

市営住宅敷金 ２４３,８６４,９４６円 

指定金融機関担保 ８,０００,０００円 

合計 ４８５,３３０,４５４円 

 

   保有額と根拠となる数値との整合については、契約保証金（市場保証金）（以下「市場保証

金」）に、預託者のリストの合計額よりも、保有額の方が約３万円多い不整合が認められた。

その他の項目では、不整合は認められなかった。 

滞留している金額の有無については、市営住宅敷金に、預託者が不明である金額が１００

万円以上存在し、また、一つの室に対して二度敷金を預かっている事案があった。これらは、

退去する際に入居者に返還されるか、市の債権（滞納の家賃、市が負担した修繕費用等）に

充当されるはずの敷金が、処理されずに残り、引き継がれたものと思われる。その他の項目

では、滞留は認められなかった。 

なお、行旅死亡人遺留金に、数年から１０年以上保管しているものがあるが、個々の事案

では金額が少額のため、管理人の選任ができないという事情があり、保管し続ける以外に方

法がないものであった。 

 

 

３ 事務処理について 

  関係する課所室が提出した資料、実地調査及び職員からの聞き取りにより、歳入歳出外現金

に係る事務処理は適正か確認した。 

 

 【結果】 

(1) 受入れ及び払出しについて 

地方自治法施行令第１６８条の５により、現金を直接収納したときは、速やかにこれを指

定金融機関等に払い込まなければならないが、行旅死亡人遺留金の取扱いでは、警察等から

同遺留金を受領した後に、指定金融機関等にこれを払い込まず、担当課の手提げ金庫に保管

していた。また、行旅死亡人の葬祭を行う際に、一定額以上の遺留金（葬祭の費用を賄える

額で、十数万円）があった行旅死亡人の場合は、予算執行に係る事務処理を行わず、遺留金

を支払いの資金として、担当課の職員が葬祭業者に業務を依頼していた。代金の支払いは、

金庫のなかの遺留金から現金を業者に手渡す方法で行い、葬祭の後に遺留金の残額があった

場合は引き続き金庫で保管していた。これらは、法令や本市の諸規程に違反する事務処理で

ある。その他の項目では、歳入歳出外現金の受入れ及び払出しに関して、不適切な事務処理

は認められなかった。 
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(2) 保管の方法について 

  令和元年１１月末における歳入歳出外現金の保有額４８５,３３０,４５４円は、次のよう

な内訳で保管されていた。 

 

保管の状態 金額 

普通預金 ２４４,０７２,３０５円 

定期預金 ２４０,６００,０００円 

現金 ６５８,１４９円 

合計 ４８５,３３０,４５４円 

 

  地方自治法施行令第１６８条の５及び第１６８条の７第３項により、歳計現金と同様に歳

入歳出外現金も、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利

な方法によって保管しなければならない。 

本市ではほとんどの項目の歳入歳出現金を普通預金で保管し、金額の変動の幅が小さいこ

とから、市営住宅敷金と市場保証金の一部は定期預金で保管している。定期預金には、市営

住宅敷金から２億３,０００万円を、市場保証金から１,０６０万円を充て、それぞれから充

てた額は払出しに支障がない範囲と認められる。むしろ、市場保証金は、保有額約４,３５０

万円に対する払出額の実績から、定期預金に充てる金額を増やすことが可能と思われた。市

場保証金の払出額は、平成２９年度は合計約１６０万円で、平成３０年度は約１４０万円で

あった。令和元年度は１１月末までで約５０万円となっている。 

現金で保管している金額は、すべて行旅死亡人遺留金である。遺留金の担当課からの聞き

取りによれば、行旅死亡人の相続人等が来庁した際に迅速に返金するために、担当課の手提

げ金庫で保管しているとのことであった。同遺留金を金庫に保管する方法は、前述の地方自

治法施行令の規定に沿っておらず、また、資金前渡金等として金庫で保管できる特段の根拠

はないことから不適切である。 

 

 

(3) 利子について 

  地方自治法第２３５条の４第３項により、歳入歳出外現金には利子を付さない。 

歳入歳出外現金に由来する預金利子の金額は、平成３０年度では普通預金分が３,４１０円

で、定期預金分が３１６,６６６円である。これらの金額は、普通預金分はすべて一般会計に、

定期預金分は３０３,７６９円が一般会計に、１２,８９７円が市場特別会計に収納されてお

り、歳入歳出外現金に利子を付していないことを確認した。 

 

 

(4) 金銭出納帳について 
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  下関市会計規則第１１条、第６９条第４項及び第８９条により、口座振替によらず現金で

歳入歳出外現金の受渡しが行われる場合は、歳計現金と同様に日々の取扱いに係る現金の収

納額及び公金口座や相手方への払込額を金銭出納帳に記入し、常に現金の現在高を明瞭にし

なければならない。 

対象期間に取り扱った歳入歳出外現金のうち、現金で受渡しが行われた項目は、入札保証

金、電子証明書発行手数料及び行旅死亡人遺留金である。入札保証金及び電子証明書発行手

数料に係る収納額及び払込額は金銭出納帳に適正に記入されているが、行旅死亡人遺留金に

係る収納額及び払込額は記入されていなかった。 

 

 

４ 指摘事項及び意見 

  今回の監査における改善が必要な事項は、次の「指摘事項」のとおりである。また、制度的

な検討が必要と思われる事項は、「意見」のとおりである。 

 

 【指摘事項】 

 (1) 行旅死亡人遺留金について  

   行旅死亡人遺留金の取扱いでは、次のような法令や本市の諸規程に違反する不適切な事務

処理が行われていた。 

  ア 警察等から遺留金を受領した際に、金銭出納帳に収納額として記入していない。 

イ 受領した遺留金を公金口座に振り込まず、担当課の手提げ金庫で保管している。 

ウ 行旅死亡人の葬祭を行う際に、一定額以上の遺留金（葬祭の費用を賄える額で、十数万

円）があった行旅死亡人の場合は、予算執行に係る事務処理を行わず、遺留金を支払いの

資金として、担当課の職員が葬祭業者に業務を依頼している。 

  エ 口座振替によらず、金庫のなかの遺留金から現金を手渡す方法で代金を支払っている。 

  オ 葬祭の後に遺留金の残額があった場合は、引き続き金庫で保管している。 

 

これらの不適切な事務処理に対し、適切な事務処理は次のとおりとなる。 

ア 警察等から遺留金を受領した際に、金銭出納帳に収納額として記入する。 

イ 受領した遺留金を公金口座に振り込み、金銭出納帳に払込額として記入する。 

ウ 行旅死亡人の葬祭を行う際は、予算執行に係る事務処理を行い、業者を決定する。 

  エ 歳計現金（一般会計予算）から、口座振替により代金を支払う。 

  オ 公金口座の歳入歳出外現金から葬祭の費用に相当する額を払い出し、歳計現金の歳入に

充当する。葬祭の後に遺留金の残額があった場合は、引き続き公金口座で保管する。 

 

公金口座に保管されていれば、適正な手続きによらなければ支出ができないため、行旅死

亡人遺留金における不適切な事務処理は、主に受領した遺留金を公金口座に振り込まないこ

とが原因である。適切に保管のうえ、適正に事務処理されたい。 
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 (2) 市営住宅敷金について 

市営住宅敷金に、預託者が不明である金額が１００万円以上存在し、また、一つの室に対

して二度敷金を預かっている事案があった。これらは、退去する際に入居者に返還されるか、

市の債権（滞納の家賃、市が負担した修繕費用等）に充当されるはずの敷金が、処理されず

に残り、引き継がれたものと思われる。適当な方策を立て、不明金を解消されたい。 

 

 

 (3) 市場保証金について 

   市場保証金に、預託者のリストの合計額よりも、保有額の方が約３万円多い不整合が認め

られた。原因を調査し、不整合を解消されたい。 

 

 

 (4) 市税の剰余金について 

   市税の納税義務者から調定額以上の額が公金口座に直接振り込まれた場合に、調定額を超

えた部分の金額を歳入歳出外現金として保管し、返金した事例があった。法律又は政令にこ

のような金銭を歳入歳出外現金として保管できる規定はなく、歳入歳出外現金として取り扱

った事務処理は不適切であった。振り込まれた全額を市税として収納し、超過した金額は過

誤納金として歳計現金から返金する方法が適当である。適正に事務処理されたい。 

 

 

 【意見】 

 (1) 預金の振分けについて  

   地方自治法施行令第１６８条の５及び第１６８条の７第３項により、歳計現金と同様に歳

入歳出外現金も、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利

な方法によって保管しなければならないとされ、本市ではほとんどの項目の歳入歳出現金を

普通預金で保管し、金額の変動の幅が小さいことから、市営住宅敷金と市場保証金の一部は

定期預金で保管している。定期預金に充てた金額は、市営住宅敷金は令和元年１１月末の保

有額約２億４,３７０万円のうち、２億３,０００万円で、市場保証金は保有額約４,５３０万

円のうち、１,０６０万円である。市場保証金は、保有額に対する払出額の実績（平成２９年

度は合計約１６０万円、平成３０年度は約１４０万円、令和元年度は１１月末までで約５０

万円）から、定期預金に充てる金額を増やすことが可能と思われた。より有利な方法で保管

するよう検討されたい。  
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第３ むすび 

 

今回の行政監査では、歳入歳出外現金の取扱いについて重点的に監査を行った。監査の結

果は、一部に改善を要する事項があったが、おおむね適正に事務処理が行われていると認め

られた。 

今回の監査における指摘事項は、相当以前から継続してきたもので、今日までのどこかの

時点で問題点に気付き、その改善や解消に向かうことは可能であったと思われる。 

歳入歳出外現金の取扱いに限らず、事務処理にあたっては、前例を無闇に踏襲せず、法令

や本市の諸規程を常に確認し、適正に行うよう努められたい。 

 


